
議員提出第９号議案 

 

   足立区議会会議規則の一部を改正する規則 

 上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第１１２条及び会議規則第１

３条第１項の規定により提出する。 

  令和元年７月３日 

        提 出 者 

足立区議会議員  吉  岡   茂 

同        岡  安  た か し 

同        か ね だ   正 

同        ぬ か が  和  子 

同        鈴  木  あ き ら 

同        渡  辺  ひであき 

同        小 泉  ひ ろ し 

同        た が た  直  昭 

同        は た の  昭 彦 

同        た  だ  太  郎 

同        吉 田  こ う じ 

同        土 屋  の り こ 

 

足立区議会議長  鹿 浜   昭  様 

 

（提案理由） 

 文書質問に関する規定について整備する必要があるため、本案を提出

する。 

 



   足立区議会会議規則の一部を改正する規則 

 足立区議会会議規則（昭和３１年９月２６日区議会議決）の一部を次

のように改正する。 

目次中「第６章 発言」を「第６章 発言及び質問」に改める。 

 第６０条の次に次の１条を加える。 

（文書質問） 

第６０条の２ 議員は、区の一般事務につき、会期中、文書で質問する

ことができる。 

２ 文書で質問しようとするときは、文書質問書を議長に提出しなけれ

ばならない。 

３ 議長は前項の規定により文書質問書の提出を受けたときは、回答書

を提出する期限を設けて、すみやかに区長に送付するものとする。 

４ 議長は、文書質問書を区長に送付したとき及び回答書を受理したと

きは、その写しを全議員に配布するものとする。 

第６１条中「質問」を「第５９条及び第６０条の規定による質問」に

改める。 

   付 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 


